
苫小牧市競争入札談合情報等事務取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、苫小牧市が競争入札（以下「入札」という。）に付そうとする売買、

貸借、請負その他の契約に係る入札談合に関する情報（以下「談合情報」という。）があ

った場合等における事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

（入札担当部長への報告）

第２条 談合情報があったときは、談合情報報告書（様式第１号）により直ちに入札担当

部長（談合情報に係る入札を執行する部の長をいう。以下同じ。）に報告しなければなら

ない。

（事情聴取）

第３条 入札担当部長は、談合情報があったときは、直ちに当該入札に参加しようとする

者その他の関係者から事情聴取を行わなければならない。

２ 入札担当部長は、事情聴取が入札時までに終えることができないと認めるときは、入

札執行時間を繰り下げ、又は入札日を延期した上で事情聴取を行うものとする。ただし、

発注の遅れによる影響その他の理由により入札の執行時間を繰り下げ、又は入札日を延

期することが適当でないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、入札の執行後直ち

に事情聴取を行うものとする。

３ 事情聴取の内容は、事情聴取書（様式第２号）に記載しなければならない。

（入札の執行及び誓約書等の提出）

第４条 前条の規定による事情聴取の結果、入札談合の事実があったと判断できないとき

は、入札の執行前にあっては入札を執行し、入札の執行後にあっては契約事務等を継続

するものとする。

２ 入札担当部長は、必要があると認めるときは、入札の執行前において入札に参加しよ

うとする者から誓約書（様式第３号）を提出させるものとする。

３ 入札担当部長は、必要があると認めるときは、入札時に見積書を合わせて提出させる

ものとする。

（入札の中止等）

第５条 入札担当部長は、第３条の事情聴取又は前条第３項の見積書により入札談合の事

実があったと判断したときは、入札執行前にあっては入札を中止し、入札の執行後で契

約締結前にあっては入札を無効とし、契約締結後にあっては必要な措置を講じなければ

ならない。

（文書による通知）

第６条 入札担当部長は、第３条第２項の規定により入札執行時間を繰り下げ、若しくは

入札日を延期し、又は前条の規定により入札を中止したときは、その旨を入札に参加し

ようとする者に文書により通知しなければならない。



２ 入札担当部長は、前条の規定により入札を無効としたときは、その旨を入札に参加し

た者に文書により通知しなければならない。

（市長への報告）

第７条 入札担当部長は、第２条の報告を受けたときは、直ちに財政部長を経由し、市長

に報告しなければならない。その後の事務取扱い、結果等についても同様とする。

（公正取引委員会への報告）

第８条 市長は、談合情報があったときは、様式第４号により速やかに公正取引委員会に

報告するものとする。

（その他）

第９条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第

３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為（入札談合に関するものを除く。）が

あると疑うに足りる事実があったときは、第２条から前条までの規定に準じて取り扱う

ものとする。

附 則

１ この要領は、平成１３年４月１日から施行する。

２ 苫小牧市競争入札に関する談合情報取扱要領（平成７年１２月１９日設定）は、廃止

する。



様式第１号（第２条関係）

談 合 情 報 報 告 書

年 月 日

情報を受けた日時 平成 年 月 日（ ） 時 分

件 名

入 札 （ 予 定 ） 日 平成 年 月 日（ ） 時 分

情 報 提 供 者

・ 報 道 機 関 ・ そ の 他

役 職 ・ 氏 名 等

受 信 者

情 報 手 段 ・ 電 話 ・ 書 面 ・ 面 接 ・ 報 道

情 報 内 容

応 答 の 概 要

当該案件の問合せ先



様式第２号（第３条関係）

事 情 聴 取 書

件 名

業 者 名

事情聴取を

受 け た 者

事情聴取者

日 時

場 所

質 問 聴 取 内 容

１ 入札に先立ち、すでに落札

業者が決定している（た）と

の情報がありますが、そのよ

うな事実がありますか。

２ 本件について、他社の人と

何らかの打ち合わせ、または

話し合いをしたことがありま

すか。

３ あったとすれば、どの様な

内容の打ち合わせ、または話

し合いでしたか。



様式第３号（第４条関係）

誓 約 書

年 月 日

苫 小 牧 市 長 ○ ○ ○ ○ 様

会 社 名

代表社名

担当者名

今般の の競争入札に関し、私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為は行っていないことを誓約する

とともに、今後とも遵守することを誓約します。

なお、この誓約書の写しが、公正取引委員会に送付されても異議はありませ

ん。



様式第４号（第７条関係）

苫 契 第 号

年 月 日

公正取引委員会事務局

北海道事務所長 様

苫 小 牧 市 長 ○ ○ ○ ○

（ 財 政 部 契 約 課 係 担 当 ）

談合情報に関連する資料の送付について

当市の の入札に係る談合情報に関連する下記資料を、別添

のとおり送付いたします。

記

１ 談合情報報告書（写）

２ 事情聴取書（写）

３ 誓約書（写）

４ 入札調書（写）

５ 入札に関する（無効・延期・取消）連絡書（写）


